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校訓
本校の校訓は、学校便りのタイトル横にあります『健康・工夫・協同』です。校訓には、こん

な子どもに育ってほしいという意味が込められています。この３つの校訓は今までも、これから

も変わることがない本校教育の指標です。しかし、この３つの校訓の捉え方、意味づけにつきま

しては、時代とともに多少変化していくものであると考えています。子どもたちの健やかな成長

に向けて、いつの時代でも大切にされてきた普遍的なこと、時代に合わせて変化していることを

見極めながら、教育活動を進めて参ります。

子どもたちの育成には、保護者・地域・学校の協働が必要不可欠です。ご理解とご協力をよろ

しくお願いします。

健康･･･児童一人一人が自分らしく学校生活を送ることができるように、自己の体や心の状態を自分

で把握する力、早寝・早起き・朝ご飯に代表される基本的生活習慣や規範意識、人と上手に

関わっていく力を育てていきます。

工夫･･･学校で学んだこと、家庭で学んだこと、地域で学んだことを自分がやりたいこと、興味関心

があることに生かしていく力を育んでいきます。子どもたちが、それぞれの夢を具体的に持

って歩み始めたとき、「学んできたことの意味」を理解して、「学んできてよかった」と思え

るような教育活動を進めていきます。

協同･･･人は、多くの人々に支えられながら生きているということの理解を深めていくために、人の

話を聞く力、自分の考えや思いを表現していく力を育んでいきます。人との関わりを大切に

することで、多様な価値観に触れながら、自分を高めていく力を育んでいきます。
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４／２５避難訓練（地震対応）
今回、校内での授業時間

を想定して行いました。子ど

もたちは、指示に従いながら

速やかに避難することができ
ました。今後は、休み時間を

想定した訓練等も考えており

ます。ご家庭でも登下校中に

発生した場合の対応など、お子様と確認する機会にして

いただければと思います。

４／２８交通安全教室
低･中･高学年に分かれて実

施をしました。合志市役所交
通防災課の和田さん、小島さ
んを講師としてお招きし、横
断歩道の渡り方や自転車の点
検方法等を学びました。交通
ルールを守ることは、自分の
命を守ること、自転車で加害自事故を起こしたら責任が
発生することなどを説明いただきました。
熊本県の条例で自転車保険の加入が義務づけられてい

ます。ご加入がお済みでない場合は、早めに加入いただ
きますようにお願いします。

５月行事予定

12日(木)４の１・２内科検診
13日(金)１･３･５年歯科検診
16 日(月)メディアコントロールデー

避難訓練（不審者対応）

17日(火)委員会活動・代表委員会
ＡＬＴ来校

19日(木)２年内科検診
20日(金)運動会全体練習
22日(日）ＰＴＡ愛校作業
25日(水)１･４年心電図検査

５年内科検診

26日(木)振替休業日
27日(金)慰霊祭
28日(土)運動会準備３時間授業
29日(日)運動会
30日(月)振替休業日


